
 

 
 

     

職員の懲戒処分について 

 本日付けで、下記のとおり、１件の懲戒処分を実施しました。 

 全職員に対し、「住民の安全・安心を守るべき消防職員としての責務・立場」を自覚させるとと

もに、今一度、職員全員が公務員として高い倫理観を持って行動するよう、改めて指導し、再発の

防止に努めてまいります。 

 

 秘密を守る義務違反職員の処分 

１ 被 処 分 者  50代 男性 

 

２ 処 分 内 容  減給10分の１ ３月 

 

３ 処分年月日  令和８年５月７日（木） 

 

４ 事 案 概 要  被処分者は、令和８年４月10日から、令和８年４月15日      

までの６日間、個人情報を含む公文書を外部機関のウェブ

サイト上に掲載し、傷病者等の個人情報を漏洩させた。こ

れらの行為は、地方公務員法第33条（信用失墜行為の禁

止）、及び同法第34条第１項（秘密を守る義務）に違反

するものである。 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

郡山地方広域消防組合消防本部 

総務課 石井・影山 

TEL：024‐923‐1692 FAX：024‐923‐1228 
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